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13．権利関係に問題のあるマンションに 
 ついて

（１）はじめに
前稿において、マンションの建替えを阻害する要因

の一つとして「権利関係に問題のあるマンション」を
挙げました。ところで、権利関係に問題があるマンシ
ョンとは、どのようなマンションなのでしょうか。今
回はこの問題について、筆者がこれまで相談を受けた
事例をベースにお話をさせていただきます。

まず、権利関係の問題について、次のように大きく
３つに分類いたします。

ⅰ．建物の権利関係の問題
ⅱ．土地の権利関係の問題
ⅲ．公法上の問題

このうち、ⅰの問題は区分所有法制定前に作られた
マンションで散見されます。そもそも区分所有法が制
定される前に作られたマンションですから、その後作
られた法律に適合しない権利形態となっているものも
存在します。もっとも、これはある意味でやむを得な
いことであるともいえるでしょう。

次にⅱの問題は区分所有法制定前に作られたマンシ
ョンのほか1983年の改正区分所有法施行前くらいま
でに作られたマンションで散見されるものです。具体
的には、1983年の区分所有法の改正により、「区分所
有権と敷地利用権の分離処分が原則として禁止」され

ることとなりましたが、この改正法が施行される前は
区分所有権と敷地利用権の分離処分が可能であったこ
とから、このことが原因で権利関係に問題が生じてい
るマンションが生まれています。

なお、このことに加えて、一部のマンション開発会
社の企業姿勢も、土地の権利関係にかかる問題をつく
った大きな要因ともなっていると思われます。

最後に、ⅲの「公法上の問題」とは、建築基準法等
の規定の改正により、建て替えると今と同じ大きさの
建物にならないケースを示します。なお、法律以外に、
条例や都市計画の改正の中でも同様の問題が生じてい
ることがあります。

ところで、ここで取り上げる問題の多くは、マンシ
ョンの日常管理において顕在化するものではありませ
んし、仮に問題が顕在化したとしてもマンションの日
常管理に影響を与えることはほとんどないでしょう。
一方で、建替え等の「マンションの終活」を考える際
にはこれらの問題が大きくクローズアップされますし、
特に土地や建物の権利関係に問題があるマンションの
中には、「集会の決議」だけではなく関係する「権利
者全員の同意」がなければ建替えも売却も実現できな
いものも存在します。

現時点では、以下に述べるような問題が一般化され
ているわけではありませんが、今後高経年マンション
において終活の検討が増えてくると、付随してこれら
の問題も世の中で広く認識される可能性があります。
また、そうなると、ここで取り上げるような問題があ
るマンションについては流通価格にも影響を及ぼすこ
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